
　一般地域で届出が必要な行為に加えて、 界わい形成地区では、 戸建て住宅などの小さな規模の建築

物の建築、 コインパーキングや駐輪施設の建設、 自動販売機の設置等を行う場合にも届出が必要です。

（一財） 世田谷トラストまちづくり

ＴＥＬ ： 03-6379-1620

世田谷区　みどり３３推進担当部　みどり政策課

ＴＥＬ ： 03-6432-7905

届出が必要な行為と規模

奥沢１～３丁目等界わい形成地区／届出対象行為 ・ 規模

行為

建築物の新築、 増築、 改築若しくは移

転、 外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更

すべてのもの

ただし、 仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの

及び望見したときに外観の変化のないものを除く

区域の面積が 3,000 ㎡以上のもの

区域の面積が 3,000 ㎡以上のもの

樹林地※３の面積が 1,000 ㎡以上のもの

ただし、 高さ 10 ｍ以上の樹木 （竹を除く。） については、 すべてのもの

区域の面積が 3,000 ㎡以上のもの

敷地面積が 3,000 ㎡以上又は高さが 60 ｍ以上のもの

自動販売機及び商業地域、 近隣商業地域以外に設置される自動車車庫等※２につい

てはすべてのもの

工作物※１の新設、 増築、 改築若しく

は移転、 外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替又は色彩の変更

都市計画法第４条第１２項に規定する

開発行為

土地の開墾、 土石の採取、 鉱物の採掘

その他の土地の形質の変更

屋外における土石、 廃棄物、 再生資源

その他物件の堆積

木竹の伐採

規模又は内容

詳しくはこちらをご覧ください。

「風景づくり条例に基づく届出制度」

※１ 橋梁以外の工作物は、煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、昇降機、コースター、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫 （建

築物であるものを除く）、 墓園、 駐車施設、 駐輪施設、 自動販売機その他これらに類するものとする。 なお、 架空電線路用並びに

電気事業法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者及び同項第１２号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの （擁壁を

含む） 並びに電気通信事業法第２条第５項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。

※２ 自動車車庫等とは、 自動車、 自動二輪車、 自転車及び原動機付自転車のためのものとする。 ただし、 戸建て住宅、 長屋、 共同住

宅等に設置される居住者用のものを除く。

※３ 樹林地の面積には、 樹林地と連なる広がりをもった草地などを含むものとする。

①事前調整 ・ 相談 ②地域住民への情報提供 ③事前調整会議 ④届出書の提出

区窓口で計画に

ついて事前にご

相談をいただき

ます。

掲示等により、 完成

後のイメージをお知ら

せします。

区に対し届出を行い

ます。

※重点エリア以外の
一定規模に満たな
い建築物は、 提出
書類を簡略化でき
ます。

　（セルフチェック方
式など　　）

よりよい風景をつ

くるために専門家

にアドバイスをい

ただきます。

※重点エリア以外
の 一 定 規 模 に
満 た な い 建 築
物 で は、 原 則
実施しません。

⑤
工
事
完
了
・
完
了
報
告

建
築
確
認
申
請
・
着
工

手続きの流れ

　近隣３軒以上のグループ

で行うガーデニングについ

て、 アドバイザーを派遣し、

緑化資材の購入費用 （土や

肥料、 花壇の材料等） の一

部を助成します。

　道路に接した部分に生垣

や植栽帯を造る場合やシン

ボルツリーを植栽する場合、

建物の屋上や壁面を緑化す

る場合に、 その一部を助成

します。

　コインパーキング等の

事業用駐車場の緑化にあ

たって、 樹木の購入 ・ 植

栽費、 プランター等購入・

設置費等の一部を助成し

ます。

３軒からはじまる

ガーデニング支援制度

事業用等駐車場の

緑化助成制度

みどりの助成制度のご紹介 おうちのみどりづくりにご活用いただけます。

生垣 ・ 植栽帯造成、

シンボルツリーの植栽、

屋上 ・ 壁面緑化助成制度



周辺のみどりと調和するように、 外壁や屋根に彩度が

低い暖色系の色彩を使用している例。

「歴史と緑のエリア」 と 「道祖神通りエリア」 で基本色として使用できる明度の範囲

「風景づくりの手引
き 奥沢 1 ～ 3 丁目
等界わい形成地区」
は、 こちらをご覧く
ださい。

隣接する歴史的資産と調和する外壁の

素材や色彩を用いた例。

太枠 ： 当該エリアで
特に重視する基準風景づくりの基準と配慮の方法 （建築物等）

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

【基準が当てはまる
　　　　　　　　　エリア】

・ 敷地内の接道面など視認性の高

い場所は、 樹木や草花等により積

極的に緑化し、 道路沿いの塀や柵

の高さや素材に配慮するなど、 周

辺の緑との連続性を図るよう工

夫する。

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

・ 地域の歴史や風土を物語る資源は、

可能な限り保全 ・ 活用を図る。

・ 敷地内や周辺に重点エリア、 地域風

景資産や界わい宣言、 古道など風

景資源がある場合は、 これを活かし

た配置、 形態、 意匠、 色彩、 外構

などに配慮する。

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

・ 既存の高木や状態の良い樹木は、 可能

な限りそれを活かした外構計画とする。

・ 可能な限り、 奥沢の風景になじむ樹木

による緑化を図る。 （シンボルツリーの

配置、 既存樹木の保存など）

・ やむを得ず既存の樹木を伐採した際

は、 可能な限り視認性の高い場所に樹

木による緑化を図る。

・ 敷地の鋭角部分が通りに面す

る場合は、 可能な限り敷地の

鋭角部分を緑化し、 通り沿い

に庭先の緑がつながるようエ

夫する。

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

・ 「歴史と緑のエリア」 及び 「道祖神通りエリア」

の色彩は、 「風景づくりの手引き 奥沢１～３丁

目等界わい形成地区」 p １９の色彩基準に適

合するとともに、 上記手引き p ２０の色彩の

考え方を踏まえ、 周辺の風景との調和を図る。

・ 「緑の街並みエリア」 の色彩は、 周辺の風景と

の調和を図る。

緑の
街並み

歴史
と緑

道祖神
通り

・ 一定規模以上の建築物や工作物には、 一般地域の基準も併せて適用されます。

・ 一定規模以上の開発行為、 土地の開墾、 土石等の堆積、 木竹の伐採については、 既に定められている一般地域の

基準を適用します。

・ 建築物の新築、 増改築、 外壁の塗り替え等を行うものが対象です。 　 ・ 基準は主なものを掲載しています。

基準　　　　

基準　　　　 基準　　　　 基準　　　　

基準　　　　



奥沢１～３丁目等界わい形成地区
～みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくり～ （概要）

詳しくはこちらをご覧ください。

区域

　奥沢１～３丁目と区域西側の道路に接する敷地　

を界わい形成地区に指定し、 ３つのエリアに分け

て風景づくりを進めていきます。

　また、 特徴的で魅力ある風景のある２つのエリア

（地図中の　　　　　） について 「重点的に風景を守

り育むエリア （重点エリア）」 とします。

緑の街並みエリア

歴史と緑のエリア

道祖神通りエリア

文化財 （無形民俗文化財　
奥沢神社の大蛇お練り行事）

世田谷名木百選

※ 「緑の街並みエリア」
の西側の区域境界は、
道路に接する敷地まで 

※ 「緑の街並みエリア」
の南側の区域境界
は、 町丁目境 

※ 「緑の街並みエリア」
の北側及び東側の
区域境界は、 区境

※重点エリアの区域
境界は、 道路に接
する敷地まで 

地域風景資産
（奥沢海軍村ゆかりの風景、
大ケヤキのある散歩道ーけやき道）

界わい宣言
（奥沢 ・ 土とみどりの街づくり宣言）

世田谷百景 （奥沢駅前の広場）

歴史のある建物等

公園

緑道

「歴史と緑のエリア」、

「道祖神通りエリア」

及び 「緑の街並みエ

リア」 の西側の区域

の境界は、 この道路

に接する敷地までと

します。

奥沢１～３丁目等界わい形成地区

緑の街並みエリア

重点
エリア

[ 凡例 ]

歴史と緑のエリア

道祖神通りエリア

風景づくりの方針　

大きな
みどり

小さな
みどり

歴 史 建 物 交 差 点 地 形

　区内全域を 「一般地域」 と 「風景づくり重点区域」 に

分けて風景づくりを進めています。「界わい形成地区」は、

この 「風景づくり重点区域」 のひとつです。

　「界わい形成地区」 は、 地域の特徴を活かした風景づ

くりを進めるため、 地区に合わせたルールを設けること

ができる制度です。

　奥沢１～３丁目等では、 地区の皆様とともにルールの

内容 （方針や基準、 届出対象行為等） を検討し、 定めま

した。

風景づくりの区域区分

風景づくり重点区域

 （奥沢１～３丁目等
  界わい形成地区）

界わい形成地区とは？
　地域の特徴を活かした風景づくりを行う制度です。

みどりと人がつなぐ　おくさわの風景づくり

　各エリアの特性を活かし、 ６つの項目を大切にした風景づくりを進めます。  









おうちのみどりづくりに
助成制度をご活用いただけます

これからの奥沢の風景づくり

界わい形成地区の
運用

風景づくりの実践

通り沿いの
小さなみどり

シンボルとなる
大きなみどり

まちの歴史を伝える
建物

印象的な
まちかどの風景

界わい形成地区

両輪で
進めて
います

1.

2.
3.





３ ４

奥澤神社 （旧八幡神社）奥澤神社 （旧八幡神社）

奥澤神社 （旧八幡神社）奥澤神社 （旧八幡神社）

道祖神道祖神

奥沢本村由来碑奥沢本村由来碑

これまでの

皆様の生活や営みが

「風景づくり」 です

この奥沢の魅力ある風景を

次世代を担う子どもたちへ

引き継いでいきましょう

●奥沢交和会発足 （１９４７年）

●各商店街が発足

　　　　　　　　　●土とみどりを守る会が発足 （1998 年）

　　　　　　　　　●トラストまちづくりによる取組み

　　　　　　　　　　　　　　　●奥沢地誌保存会発足 （２０１３年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●風景を育む取組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017 年）

　　　　　　　

大きなみどり

小さなみどり

歴史

地形

交差点

建物

と街

と人

と道

と庭

風景づくりって

これまで私たちが

してきたことなんだね。

　「界わい形成地区」 制度は、

これまでの地域の皆様による

「風景づくり」 の延長にあり、

その積み重ねによってつくら

れ育まれてきた風景を次世代

へ継承し、 新たな魅力ある奥

沢の風景をつくるための目標

や方向性、 手立てを共有する

ものです。 　　　　　　　　　　　　　

商店街の取組み

奥沢地誌保存会の取組み

奥沢の風景を育む取組み

・ 地域活動

・ さまざまな催しの開催

・ 美化活動

・ 文化活動

・ 防火、 防犯、 防災活動

・ リサイクル活動

・ 笑顔があふれる町づくり

・ みどりを守り育てる取組み

・ 花苗の配布

・ つどいや講演会の開催

・ ニューズレターの発行

・ マップやガイドの発行

・ 地域の落ち葉掃き

・ 界わい宣言の登録

・ 地域風景資産の登録

・ 各お店や商店街のしつらえ

・ 商店街の催し

・ みどりのモデル地区

・ みどりと花いっぱい協定

・ 環境にやさしい商店街

・ 大蛇のお練り

・ 奥沢囃子

・ 新春地区まつり

・ 奥沢文化祭

・ 盆踊り

・ 調査研究

・ 講演、 展示

・ 継承

・ 空き家活用

・ 地域共生のいえ

・ 小さな森

・ プレイスメイキング

・ 近代建築調査

・ まちあるき

・ ワークショップ

・ 風景祭

・ 風景づくり検討

奥沢風景づくりのあゆみ （概略）

●吉良氏の領地となる （南北朝時代）

　　●奥澤神社建立 （室町時代）

　　　　●奥沢本村に和田義盛の子孫が来住 （１５７０年）

　　　　　　●田畑や林、 竹藪の村の風景 （江戸時代）

　　　　　　　　●大蛇祭が始まる （江戸時代中期）　

●目蒲線 （現東急目黒線・多摩川線） の開通 （大正１２年）

    ●奥沢 2 丁目の宅地開発 （大正末期）

　　    ●玉川全円耕地整理 （昭和初期）

　　　　    ●農地の宅地化、 人口増加

　　　　　　　

～江戸時代 近 代 現 代

奥澤神社
（旧八幡神社）

奥沢 2 丁目に土地をお持ちの方の独力による
住宅地開発や広大な区域の玉川全円耕地整理
の実現など、 当時の方々のご努力により奥沢
のまちの風景がつくられてきました。
出典 ： 世田谷古地図　昭和 4 年

奥沢本村の
由来が記された碑

奥沢駅から奥沢子安公園方面へ延びる
道の風景も、 この頃つくられました。

地域にお住いの

皆様による

お庭づくりや

家づくり

地域に継承されるお祭りや、

地域の様々な催し

奥沢交和会の取組み

土とみどりを守る会の取組み

（財） トラストまちづくりの取組み
玄関ポーチやシュロの木など
当時の面影を残す奥沢 2 丁目の近代住宅

今も残る道祖神、
庚申塔

村の鎮守様、 子安稲荷
神社は奥沢子安公園に
ありました。

田畑や林、 竹藪の奥沢村の風景
出典 ： 世田谷古地図　明治 14 年

地域の皆様によって育まれてきた奥沢の風景



1

通り沿いの小さなみどり

シンボルとなる大きなみどり

まちの歴史を伝える建物

印象的なまちかどの風景

２

季節を感じる庭先のみどり。 小さなみどりが街のみどりをつなぎます。

昭和初期の木造建築物等。 奥沢の街並みの風格を一層高めています。

街のシンボルとなる大きな樹木。 奥沢の風景を豊かにしています。

個性豊かな交差点の風景。 通りすぎる人々をいやしています。

奥沢の風景
おくさわ風景キャラクター　

わっこちゃん

　私たちが住む奥沢は、 お住まいの皆様が大切に育てられているみ

どりがつながり、 四季折々に咲く花や色づく木々により、 日々季節

を感じられる魅力的なまちです。

　世田谷区では 「景観」 ではなく 「風景」 という言葉を使っており、

それは、 「風景」 とはそこに生活する人々によって刻まれてきた文

化や歴史が織りなして育ってきた風土であり集積であるからだとお

聞きしております。 奥沢の風景も、 先人の皆様がたの営みの積み重

ねによってつくられてきました。

　この奥沢の魅力的な風景を、 守り育てて次世代を担う子どもたち

へ引き継ぐことを目的として、 平成２９年より地域の皆様がたと共

に風景づくりに取り組み、 検討を進めてまいりました。 そして、 そ

の手立てのひとつである 「界わい形成地区」 について、 令和３年に

地域で検討を重ね作成した 「素案」 と 「指定の要望書」 を区長へ

提出させていただき、 令和４年に 「奥沢１～３丁目等界わい形成地

区～みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくり～」 が指定されたも

のでございます。

　このまちに住む私たち一人ひとりが、 また、 建設行為等を行う事

業者の皆様が、 奥沢の風景を意識していただき、 新築や建替え等

をする際にまち全体へご配慮いただくことで、 その積み重ねにより

さらに魅力的なまちとなるのではと考えます。

　このまちの風景を、 私たちの手で大切に守り育て、 後世へ引き継

いでまいりましょう。 皆様がたのご理解とご協力を賜りますよう、

どうぞお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 4 年　１０月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥沢交和会　理事長　　塩谷 良一
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